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1．緒言

1－1研究の背景

今日の社会では、障害を持つ人も持たない人も共に地域で生活する社会を目指すノーマライゼー

ションの概念が重要視され、障害を持つ人も持たない人も、ともに豊かな生活を送ろうという意識

が高まっている。1）物理的には、建築物に障害者のためのスロープやエレベータなどを設置する

ことが何の抵抗もなく受け入れられ、少しずつではあるが、いわゆるバリアフリーが進んでいる。

しかし実際社会では障害児・者に対する理解不足が依然として存在しており、障害児・者が豊かな

生活を実現しているとは言い難い現状にある。

一方で職場や家庭などにおいては、男性であることや女性であることに対するこだわりがあり、

性別による差別、いわゆるジェンダーの問題が依然として残っている。近年において1997年の男女

雇用機会均等法の改正、1999年の男女共同参画社会基本法設立など、法的に整備されているが、職

場などの実際の現場ではセクシャル．ハラスメント対策などに焦点が集まる傾向にあり、ジェン

ダーそのものに対する問題の改善は十分とは言い難い。それゆえ、障害を持つ女性は、障害そのも

のに対する偏見と女性であることでの不利益の二重の差別を受けているのではないかと推測される。

日本においてジェンダーに関する議論が活発に行われているが、その議論は主に障害を持ってい

ない人を対象にした議論であり、障害を持った人を対象にした議論までには至っていない。そのよ

うな状況から、障害を持っている人のジェンダーに関する問題は、障害を持っていない人に関する

ジェンダーの問題に比べて明らかにされていないのではないかと思うに至った。

障害の有無、男女の違いで不当な制約を受けるのは、真の意味での平等な社会とはいえない。

障害の有無や性差に関係なく、豊かな生活のできる社会が真の豊かな社会といえるのではないだ

ろうか。ジェンダーの視点に立って障害児・者を取り巻く環境を見直すことで、これまでは気付か

なかった新たな改善点が見えてくるのではないかと思うに至り、障害児・者を取り巻く環境とジェ

ンダーの問題について、現状を調査し研究をした。

＊いわて産業振興センター、岩手大学教育学部附属教育実践総合センタ－研究協力者＊＊岩手大学教育学部



202 佐藤節子・鎌田文聴・我妻則明．名古屋恒彦・宮崎眞

1－2研究の目的

ジェンダーの問題は家庭、雇用、地域など、その範囲が非常に多岐に渡っている。そこで本研究

では障害児・者の就業・労働に焦点を当てて的を絞り、就職や就業に際し性差による不利益等があ

るのか、ジェンダーに関する現在の状況を調査し研究した。ジェンダーという視点から現在の障害

児，者を取り巻く環境を調査することを目的とした。

1－3研究方法

研究方法として、文献調査、インターネット調査を行った。また障害児・者を取り巻く環境の現

状を調査するため、岩手県内の福祉作業所、岩手県内の養護学校高等部を対象にアンケート調査を

行った。

2・文献調査結果

2－1ジェンダーについて

2－1－1ジェンダーとは

ジェンダー（gender）とは社会的，文化的性差と定義され、いわゆる自然的．生物学的性差

（SeX）とは意味合いが異なる。自然的・生物学的性差（SeX）は身体的な男女の性差であるのに

対し、社会的・文化的性差（gender）とは、男であるが故女であるが故の性差に附随する固定概

念あるいは偏見といってよいものである。2）

この言葉が生まれた背景には、性別による差別があまりにも自然に従来から存在しており、性

差による区別を差別と認識することが難しかった状況で、1960年代以降の世界的な女性解放運動

の中で生まれた言葉である。性差による差別を「社会的につくられたものであるから、社会的に

変更することができる」と主張するために生まれた言葉である。

ジェンダーは性差に起因する差別や偏見をいう。そのため、「女が男に似ることがジェンダー

からの解放である」と捉えられる危険性がある。しかし、ジェンダーからの解放とは、「ジェン

ダーという差異化の廃絶、性差に起因する社会的不平等の廃絶」を意味するが、女性が男性に似

るという次元の問題ではない。ジェンダー（性の違いによる差別）なき社会とは、多様な差異が

抑圧的な意味付けを伴わずに共存できる社会であると言える。

この「多様な差異が抑圧的な意味付けを伴わずに共存できる社会」という考えは、障害を持つ

人も持たない人も共に地域の中で生きていこうというノーマライゼーションの概念に共通するも

のであると筆者は考える。よって、ノーマライゼーションの実現のためには、障害児・者を取り

巻く環境をジェンダーの視点から問いかけ直すことが必要ではないかと考える。

2－2－2日本におけるジェンダー

ジェンダーの問題は家庭や地域、職場等、発生しうる場面が非常に多岐に渡っており、入間が

そこにいる以上、避けて通れない問題といえるoまたその国や地域の文化が影響しているもので

ある。

戦後から始まった男女平等は、高度経済成長時代には「男は仕事、女は家庭」という性別役割

分担がはっきりと強調されることになった。その「男は仕事、女は家庭」という価値観が当然視

され、職場や家庭のみならず、学校教育現場にも影響を与えたのである。経済成長の中で女性労
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働者が増加しても、育児には母親が中心となっている体質は依然として変わらなかった。1975年

の「国連国際婦人年」を契機に、日本でも性による不平等を是正していこうという方向が出始め

た。その後、個人の自由と権利を認め、性による不平等をなくしていこうとする方向が強まって

いった。育児や老人介護の分野は、女性のみが責任を担って主に従事していたが、女性の労働が

拡大されたことで、性別役割分業を維持することが難しくなってきた。もはや育児や老人介護は

家族の中だけでの問題ではなく、社会全体でケアしていかなければならないという考えが定着す

る様になってきたのである。3）

1999年に男女共同参画社会基本法が制定された。これは社会経済情勢が急速に変化している今、

多様化、個性化を重視した新たな価値を創造していく必要があり、男女を問わず、個人がその能

力と個性を十分に発揮できる社会の実現が緊急の重要課題であるとの考えからである。男女共同

参画社会とは、男女が対等な立場に立って、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する社会、つまり男女がジェンダーに縛られずに活躍する社会ともいえる。4）・5）男女

とも家庭も仕事も両立し、対等なパートナーとして参画して社会システムの再構築を酎旨すこと

を目的としている。

2－2就労、労働におけるジェンダー

2－2－1就労．労働について

労働には、組織や企業に所属して生産活動を行い報酬や収入を得る有償労働（PaidWork）と、

家事などの報酬や収入を得られない無償労働（UnpaidWork）がある。6）無償労働の中には家事

やPTA活動、地域活動、ボランティア活動等を含み、これらの労働は以前、労働と見なされな

かったが、少子化に伴い、介護や保育等が家庭の問題から社会の問題と認識されるに伴い、一つ

の労働体系と考えられるようになった。今回は有償労働に焦点をあてるが、無償労働については、

90％を女性が担っている現状である（1991年調査結果）。7）

2－2－2法整備の動き

女性に対する雇用上の差別をなくすために、強制力を持った雇用均等法等の法律が不可欠であ

る。日本においては、1985年に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律（いわゆる男女雇用機会均等法）が制定され、採用の差別や配置・昇進の差別を規制したが、

「努力規定違反」とするにとどめていたため、法的強制力が小さく実効性がないことが指摘され

た。そこで同法の見直し作業がすすめられ、1997年改正、1999年に施行された。改正男女雇用機

会均等法では、募集、採用から退職までの差別を禁止規定としている。8），9）

2－2－3女性の労働の実体

1997年のデータにおいて、雇用労働者に占める女性比率は39．5％である。年齢層別労働力率は

M字型をしており、結婚、出産、育児にともなう女性の離職及び復職が背景としてある。M字型

を措くということは、女性が一生を通して仕事を続けることが困難であることを示している。7）

女性パートタイマーは女性雇用者の3人に1人の割合である。パートタイマーの7割は既婚女

性で、彼女らは労働者でありながら被扶養者という特殊な存在である。また、いわゆる「パート

103万円の壁」がある。これは103万円が所得税の非課税限度額であり、配偶者控除の適応可能限

度額でもあることを意味する。限度額を超えて就労する人が少なく、その結果、パートタイム就
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労の低賃金構造を作っている。10）

2－3障害児・者とジェンダーの問題

2－3－1障害児・者のジェンダーに関する国連の取り組み

国連は1975年を「世界婦人年（のちに国際女性年）」として位置付け、第1回国連女性世界会

議をメキシコで開催した。その会議の中で、世界レベルで女性問題の解決に取り組むことを採択

したが、障害を持つ女性に関する議論は全く行われなかった。1985年にはナイロビで第3回国連

女性世界会議が行われている。この会議において、「女性の地位向上のためのナイロビ将来戦略」

を打ち出し、障害を持つ女性に関する議題がその戦略の中に盛り込まれ、議論の対象に加えられ

るようになった。1990年には、国連とNGOの共同主催で障害を持つ女性のためのセミナーが開

催された。これは、障害を持つ女性に関して国連が主催した初めてのセミナーであるOこのセミ

ナーの中で、障害を持つ女性は障害を持たない女性や障害を持つ男性に比べて、教育、労働など

において社会的不利を被っているとしたOll）

2－3－2障害を持つ女性

世界的に見て障害を持つ女性は、女性であることと障害を持っていることから、障害を持たな

い女性や障害を持つ男性に比べて、次に挙げる状況に置かれることが多い傾向であるという報告

がある。12）

・貧困に直面する機会が多い。
．教育を受ける機会が少ない。

．雇用される機会が少ない。

・彼女らが必要なサービスが少なく、リハビリサービスを受ける機会が少ない。

・パートナーを見つけ、家庭を築くチャンスが少ない。

・身体的に、性的に虐待されることがある。

・家族の支援やコミュニティーの支援を受ける機会が少ない。

・社会が障害を欠点として捉えるために、その社会的な拒絶によって苦しめられる。

2－3－3障害者と就労

障害を持つ人にとっての労働は障害を持たない人にとっての労働と同様に大変重要なものであ

る。労働は経済的安定と経済的独立の基盤となるものであるOまた、社会に出て働くということ

は、社会からの承認、社会さ参加、社会貢献にもつながり、障害を持つ人がよりよく豊かに生き

ていくために必要不可欠なものである。12）・13）

しかし通常の労働市場では障害を持つ人が職業に就く機会を手に入れるには、不利な状況であ

る。そこで、障害を持つ人の働く場を確保するためにさまざまな対策が講じられている。

ひとつは、事業主に対しての雇用規制・雇用助成制度がある。その例として、障害者の法定雇

用率（障害者雇用促進法は、従業員が56人以上いる企業では、1・8％以上、身体・知的障害者を

雇用しなければ鳴らないと定めている。）がある。次に職業リハビリテーション・サービスの提

供がある。職業相談から就職後のフォローアップまで支援し、また事業主へのアドバイスや指導

などを行う。それによって障害を持つ人の職業的な能力を伸ばし、雇用関係を安定させることを

目的としているのである。また保護的な雇用・就労の場の設定が挙げられる。一般の労働市場で

は雇用されることが困難な、あるいは本人にとって適切ではないと考えられる障害者を対象にし
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たものである。14）

厚生労働省は2002年12月26日に、民間企業での障害者の実雇用率を発表した。それによると前

年に比べて0・02％減少の1・47％にとどまっている。15）

昨今の不景気による企業側の人員削減は障害者へも影響を及ぼしていることから、今後の障害

者雇用施策の充実強化について厚生労働省で審議されている。16）

3・アンケート調査の結果

3－1アンケート調査の目的

本研究ではアンケート調査を実施した。その目的は障害児・者を取り巻く環境とジェンダーに関

する現在の状況を調査するためである。障害児・者に関わる人の意見を拾い、そこからジェンダー

問題が見えてくると考えたためである。以下に福祉作業所と学校で実施したアンケート調査につい

て述べる。

3－2福祉作業所におけるジェンダー

本岩手県内の作業所を対象にアンケート調査を行った。以下にアンケートの結果を示す。

ィ，音律業所：にばどのようを摩害を揮った方が入靡もておクますかァ また入ノ節しておられる方々

の卒齢好、男女の人数を御記入下さいo

Table．1に岩手県内の障害種による作業所の数をまとめた。数字は各々の障害を持つ方が入所

している施設の数を表している。またFig．1にはその障害種別の施設の数をグラフで示した。実

際にはひとつの施設に複数の障害種を持つ方々が入所している場合があるが、今回アンケート調

査にご回答下さった福祉作業所のうち、知的障害を持つ人が入所している施設が32％、ついで精

神障害を持つ人が入所している施設が29％を占めていた。

Table．1岩手県内の障害種による作業所の割合

障 害種 施 設 の 数 割合 （％ ）

知 的 障 害 20 3 2 ・3

精 神 障 害 18 2 9 ・0

身 体 障 害 11 17 ・7

統 合 失 調 症 4 6 ．5

て んか ん 2 3 ・2

ア ル コ ー ル依 存 症 1 1．6

基 本 型 1 1．6

視 覚 障 害 1 1・6

自 閉症 1 1・6

そ う病 1 1．6

体 幹 1 1・6

聴 覚 障害 1 1．6

計 （複 数 回答 ） 62 1・6
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Fig．1障害種による作業所の割合

51015202530

施設内の男性数

Fig．2施設内の男女比の関係

Fig．2は作業所内の男女の比率を示したグラフである。直線上に位置する作業所では、男女の

比率がほぼ1：1であることを示している。また直線より上部に位置する作業所では女性の比率

が大きく、直線より下部に位置する作業所では男性の方が多いことを示している。このグラフよ

り、作業所によって実際作業所の男女比については、極端に男性だけが多い、女性だけが多いと

いうような大きな違いはないことが分かった。

2，犀書を揮つ八の入廟に靡して、何を基準にもて、どのように決定していますか㌣入所に際して

考慮する慶先願位があクましたら、その腰位を以下に番号でお答え下さい。

この結果をTable・2に示す。
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「本人の希望」を第一に優先して考慮している作業所は73％にのぼった。「障害の種別」、「障

害の程度」を考慮に入れる他は、「医師の同意」、「家族の同意」、「居住地の場所」等が考慮され

ることが分かった。

Table．2障害者の作業所への入所受け入れの際の考慮事項

1 2 3 4 5 6

本人 の希望 24 73％ 4 13％ 1 3％ 0 0％ 0 0％ 0 0％

障害 の種別 3 9％ 7 2 1％ 2 6％ 1 3％ 0 0％ 0 0 ％

障害 の程度 3 9％ 7 2 1％ 7 2 1％ 1 3％ 0 0％ 0 0％

能力 0 0％ 0 0％ 1 3％ 2 6％ 0 0％ 0 0％

性別 0 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0％ 1 3％ 2 6％

年齢 0 0％ 0 0％ 0 0％ 0 0％ 2 6％ 2 6％

その他 4 12％ 10 3 0％ 4 12％ 0 0％ 1 3％ 0 0％

その他としての意見は以下の通りである。

＊1番のその他として、

．入所に伴う基準は特にありません。見学入所期間をおき、その間の作業状況を観察した後、作業

所に関係するスタッフで構成されている委員会で検討した後に入所決定する。

・入所に際しての順位等なし。

・特になし、審査委員会で決定

・家族の同意

＊2番のその他として

．病院と本人の話し合い及び医師の診断書により決定一見学後、体験適所をして本人が続けていけ

るか確認している。

．入所の順位は問わない。どんな人でも教えれば可能性があるとして受け入れてます。

．適所が可能であること

・集団生活への対応性

．家族の思いや希望

．町内移住者

＊3番のその他として

．適応できれば不問

・能力だけはありえない

＊5番のその他として

．家族の協力度

家族の希望適所圏内かどうか

医師の意見書

学校、親、保護者

通所が可能かどうか

適所に便利か

3・摩書を揮つ人の入廟：に靡もて、佐紺の違いば影響を与えると思いますか。 ，二／二工，二．言．・フケ

ばどのようを影響が為るのか、具体厨に膠を挙げてお答え下さい。

この問いに対して、2つの作業所（6．06％）が与えると解答した。その内容は以下の通りであ

る。

・特に女性が、異性が入所してくることに意識している。無関心そうにしていながらも、す

ごく興味を持ち、又、反対に過剰に拒否反応したりする。「視線を感じる？」等訴えてくる。

・若い男女であればお互い意識します。作業内容には影響しません。

これは、新しく入る入所者に対して、すでに入所している障害者の方の様子を示している。性

別の違いが入所に際して何らかの不利益を与えるようではないが、異性同士意識しあうなどの人

間関係において多少の影響はあるようである。また性に関わる問題も出てくる可能性もある。
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4．犀害を揮つ人の件業内容の決定ば好を考慮して凍．宕していますかァ老虜する贋の慶宏願が

あクましたら、その腐位を以下に番号でお答え下さい。

この結果をTable．3に示す。ここに挙げた数字は、それぞれの項目について1位として選択し

た作業所の数と作業所全体に対するパーセントを示している。

Table・3作業所内での障害者の作業内容を決定する際の考慮事項

1 2 3 4 5 6

本 人の希望 18 55％ 3 9％ 3 9％ 0 0％ 0 0％ 0 0％

障害の種別 1 3％ 2 6％ 1 3％ 5 15％ 0 0％ 1 3％

障害 の程度 5 15％ 11 33％ 3 9％ 3 9％ 0 0％ 0 0％

能力 8 24％ 6 18％ 6 18％ 1 3％ 5 15％ 0 0％

性別 0 0％ 1 3％ 0 0％ 1 3％ 2 6％ 3 9％

年齢 0 0％ 1 3％ 0 0％ 0 0％ 0 0％ 2 6％

その他 2 6％ 4 12％ 3 9％ 0 0％ 0 0％ 0 0％

その他としての意見は以下の通りであるO

＊1番のその他として、

・みんなで一緒に同じ作業をするようにしていますので、順位というのはありませんO

．特に優先順位はありませんが、作業内容を一通り体験した上で適所者に適する内容の作業に従事

させて屈・ります。

＊2番のその他として

．同一作業、そばの箱おり、ヒモ通し、シール貼り

・手が空いている人

・定まった仕事はないので、やれる範囲で取り組み

・本人の得意や興味

＊3番のその他として

・基本的には作業所では皆で作業を行なう事を前提として内容を決めている。現在、菓子袋開封作

業．冷凍魚の内袋、外袋セット作業。

．出向の仕事の時には本人の希望・能力を考慮する。

．本人の現状や持っている可能性を見極める

この結果を見ると、障害を持つ人の作業内容の決定は「本人の希望」を第一に尊重して行って

いる作業所が多いことが分かる。それ以外の決定要素として、「能力」や「障害の程度」などを

考慮に入れているようである。また「皆で同じ作業をしている」という声もあった。「性別」を

考慮に入れる作業所も若干あった。

3，音律業席＝の作業環者の中で、 ジヱ∴ンダーの総点からすると願であると思われる場面ばあクま

すれ／ーあるノという方慮、その醇の状況を御記入下さい。

34の作業所のうち、4つの作業所（12％）で問題ではないかと思われる場面があると答えてい

る。具体例として、以下のような問題点あるいは配慮点の必要が挙げられた。

．男性と一緒が苦手という人の場合、グループ作業も女同士の配慮を心掛けている。

．一人、別作業（例、編み物）をさせている。

・作業内容から仕方ない部分が大きいのだが、現在の所調理実習は主に女性が行っている。

・木工作業には一応女性は参加したがらない。又、手芸品の製作には男性が参加したがらな
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い傾向が強い。特別差別はしないが、自然に分かれてしまう。このためあえてあるに丸をし

ました。

・送迎時、製品配達時の職員と所員のマンツーマンでの乗車の禁止（地域の人から指摘があっ

たため）。

．男女の仕事の種類は違っても皆平等であり、能力、程度によっての差は考えていません。

賃金は皆同額です。

実際の作業では、どうしても男性向き、女性向きの作業種があるようである。木工などは男性

の仕事、手芸や調理は女性の仕事と、性別により作業種が分かれる、という意見があった。この

男女による分業は、仮に障害者の単なる得手不得手によりグルーピングされているとしても、社

会通念としての男性の仕事、女性の仕事というイメージに捕われている可能性がある。

6．犀害児．者を靡ク巻く者好についてばどのように感じますかァ犀書児．者が件某所のみをら

ヂ＼家庭生盾や社会生好をどのθ常生好をおぐる贋、 〃坤．二・ご ク不称益を座る場面があるとお孝

えでしょうか。徹る』という方ば、 具体膠を御記入下さい。

この質問では実際の生活において、性差に起因する差別や不利益を感じたことがあるか、現場

の声を知ることを目的とした設問である。解答結果を次に述べる。

・性差による不利益を感じると答えたのは34の作業所の内の8つの作業所にのぼった。1／4の作

業所でジェンダーの問題を感じているということは、障害児．者を取り巻く環境をジェンダーの

視点で見直すと改善の余地があることが見えてきた。

まずはジェンダー以前の問題であるとの声があった。「社会のお荷物として障害者が不利益を

全く被らないとは言い切れない」という、障害者に対する差別を指摘する声があった。またその

原因として、「社会環境が障害者の生活に対しての適応度合が低い」という障害を持っていない

人の障害者への無理解を指摘する声があった。また「バリアフリー化が進んでいない」という指

摘があった。その例として「障害者の家族の死亡により障害者が一人残された際、障害者の一人

暮らしに対して批判的な意見が出た」という事例が紹介されていた。これはまさに社会環境の障

害を持つ人たちへの適応度合の低さを物語っている例であろう。ジュンダーの問題は様々な場面で起こりうる問題である。特に労働や日常生活の場面、家庭の

中でのジェンダーについての指摘があった。「成人した男性が家でブラブラしていることは許さ

れない、男は社会に出て働くものという社会通念が影響しているのではないか。」と男性の就労

に対するプレッシャーを指摘する声があった。また、「地域的に男だから女だからという偏った

見方をするという傾向がある。」という地域性の問題、「女だから家事をできなくては、男だから

力仕事をしなくては」という性差による分業について、また「男らしさ女らしさに縛られてしま

い、利用者の成長が妨げられていると感じることがある」との指摘もあった。「家庭内での障害

を持つ女性の立場に問題があるのでは」という、家庭での問題点を指摘する声もあった。
障害を持つ女性（特に知的障害）の場合、性犯罪の標的になりやすいという声があり、また思

春期の障害者の性に対する対応の悩みについての指摘もあった。

ハードの面においては、「障害者の女性用のトイレの入り口が男性用トイレの入り口に近かっ

たため、不快な思いをした」という高速道路内のパーキングエリア内のトイレの設置場所につい

ての具体例が挙げられた。
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7．これからば犀書の有無、性縮こ厨虜をぐ、全ての入膠が豊かに重きていぐことができるを会に

をるべきだと思いますがこ ジェンダーの虜点から、 符に犀害児・者を殷ク巻く環葬について今夜

どのように改善されるべきか、 こ朋等ございましたら郷記入下さい。

この設問に対しては様々な意見が寄せられた。大別すると以下のようになる。

ジェンダーという視点で障害児・者を見ることは差別ではないか。

具体的な指摘としては、「障害児．者のジェンダーを考えるということが差別であり、

偏見として見ているとしか思われません。」、「ジェンダーという先入観で障害児・者を

視ること事態が一種の差別になることではないでしょうか。」というものがあった。

ジェンダーの問題はない。

ジェンダーの問題はないとする意見には「ジェンダーに関して特に意識していること

はない。」、「性の違いによる差別があると認識する場面等がなかったため、特に意識せ

ずに関わってきた。」、「一人一人が皆同じ立場であり平等である。」、「性差による生活、

社会環境等のことはあまり感じられなかった。指導者と指導方針が大きい影響であるだ

ろう。」という意見があった。

また「性の違いによる差別はないものの、作業のない時の仕事では女性に縫い物をさ

せる所もある。差別とは考えていないが、結果的には差別しているのではないか」とい

う無意識での差別を例に挙げるところもあった。

ジェンダー以前の問題があるO

ジェンダー以前の問題として、「障害者が豊かに生きていくための社会的保障、支援

費のさらなる増配」、「社会の一員として生きがいが実感できる場の設置・大幅な増資」、

「ユニバーサルデザインを指向した街づくりへの行政者、市民一体の取り組み」を求め

る声があった。また、「補助金に頼り、自立自主性を失っている障害者もいる」と、障

害者自身の問題を指摘する声もあった。

ジェンダーの問題、障害児．者を取り巻く環境の問題を包括した願い。

ジェンダーの視点に立って、社会保障について、「障害者の高齢化に伴う経済的に支

援が必要な人（女性が多い）への社会保障の確立」を求める声があった。

また「女性が働きやすい環境は男性にとってもいい環境といえる。障害者を取り巻く

環境にも同じことが言える」、「自分の身の回りの事や家事など、男女の区別なくできる

だけ自分で行えるように、それをサポートできる環境となって欲しい」という意見があっ

た。

3－3学校におけるジェンダー

障害児．者を取り巻く現状では、障害を持つ子どもの多くは高等学校卒業とともに企業あるいは

福祉作業所等への職することになる。社会への前段階という意味合いも持つ高等部は作業学習を

行っており、障害を持つ子は作業学習を通して卒業後の職業人のイメージを持ちやすくなる。その

ような意味で、学校の作業学習でのジェンダーや、さらには学校生活のジェンダーに注目すること

は重要な視点ではないかと考えた。
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そこで、本研究では岩手県内のある養護学校高等部の教員対象にアンケートを行った。以下にそ

の結果を示す。

J・青学夜・高等部でば件業学浮と してどのようを作業／専容を厨ク顔っておられますか。

今回アンケートを行った学校では以下の作業内容を作業学習で取り扱っているO

木工、クリーニング、陶芸、染織、紙工、リサイクル

2．点．等部に在辞しておられる塵存ば、 どのようを願の摩害を揮っておられますか。 また者学卒

の男女の人数をお答え下さい。

障害の種類としては、知的障害（自閉症、てんかんなどを併せ持つ）、ダウン症、筋ジストロ

フィーがある。高等部1年7名（男子6名、女子1名）、高等部2年9名（男子5名、女子4名）、

高等部3年8名（男子4名、女子4名）という生徒数である。

3，作業学浮の産分けは材を基準にして、どのように分けていますかァ放宕醇に考慮する慶先腰位

が為クましたら、その贋番を以下に番号でお答え下さい。

本人の希望、犀書の産臥摩害の屠度、ご父母の希望、虔カ、鐙励＼その他

結果をTable．4に示す。「本人の希望」と「能力」に比較的重点を置いて班分けしていること

が分かった。その他に「ご父母の希望」という意見も尊重して班分けを行っている。

「実際に作業を行なうとどうしても男性向き、女性向きの作業種があるようである。」という

意見を作業所へのアンケートの回答として得られたが、同様のことが養護学校の作業学習にも言

いことができるのではないかと感じた。

Table．4作業学習の班分けの際に考慮する事柄

1 2 3 4 5 6

本人の希望 2 3

障害の種別 1

障害の程度 1 1

ご父母の希望 1 1 2

能力 3 1

性別 1

その他 1

その他の項目内容

＊1のその他としては

．適性、課題性、進路

4．作業学習における量産の作業／専容励吋を考慮して設定していますかァ

卒業後はまさに働く生活になる。作業学習は実際に働くという極めて現実度の高い学習であり、

この作業学習を通じて子どもは働く生活をイメージし、卒業後の生活につなげていくのである。

よって作業学習で何を学習するか、何を作業として行うかということは極めて重要な問題である

といえる。得られた意見は以下の通りである。
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満足感の得ることのできる環境づくりやかかわり方、教材の工夫等である。

生徒の意欲と技能を高められる内容であるかどうか。

生徒にできること。できることに集中して取り組んで、生徒自身が満足できることや他に

認められて働くことに自信を持てるもの。

作業内容の基本は、作業種によって規定される訳ですが（リサイクルであれば空き缶、空

きピン、古紙を扱う。木工であれば木材で作る等）、それをどのように行うか（空き缶のつ

ぶし方、木工で何をどのようにして作るか等）は、生徒のもつ能力や適性、課題などを考慮

して決める。

上先生から点て、量産の卒業顔の遊戯克決定に佐膠の遥・いぼ影響を与えると思いますれ／‾与え

るJ という方ばどのようを影響をのか、 具体静に膠を挙げてお答え下さい。

この設問に対して、全ての方が「与えない」と回答している。

θ・高等部3尊重の卒業顔の威厳先を考える膠、燈邸を老膚することばあクますれ／‾あるノとい

う方ば、佐卯にノ労わっ て具体舟にどのように考慮しているのれ御記入下さい。

この問題に対しては、一人のみ無回答とし、考慮点については「体力的な違い」としている。

7，学佼生盾の中で、 先生がジェンダーを意讃すると併置でばをいかと思われる場面ばあクますか。

／‾あるノという方ば、 その辟の状虎を膠記入下さい。

この設問に対しては殆どの方が「ない」とし、一人の方が「分からない」とした。得られたコ

メントを以下に示す。「ジェンダー（性の違いによる差別）の意味が今ひとつよく分かりません。

例えば、重い物を運ぶ時、力があって実際に運べる生徒が男子だけの場合、当然男子生徒を指名

しますが、それは性の違いによる差別に該当するのでしょうか？」

β．犀書児，者を殷ク巻く環努についてばどのように感じますオ）ァ犀害児．者が学務のみをら武

義磨生好や社会登盾をどのβ常生好をおぐる贋、後卯によク不稚益を粛る場面があるとお考えで

しようれ像るノと答えた方、 月俸膠を舵入下さい。

この設問に対し、「被る」、「被ると思う」と答えた人がそれぞれ1人、「被らない」とした人が

2人、また「分からない」とした人が1人であった。得られた意見は以下の通りである。「何を

『不利益』と考えるかによっても違ってくるように思いますし、それ以上に、『不利益』のもと

が『性別による』ものなのか、それ以外の理由なのか、あるいは、表面上は性別によるものでな

いと言いつつ、実は性別を理由にしている場面なのかの違いがよく分かりません。」

θ・これからば犀書の有寮、佳卯に厨虜をぐ、全ての入膠が崑かに生きていくことができる理会碇

をるべきだと思いますがこジヱ∴ンダーの艦首から、膵に摩書児．者を靡ク巻ぐ者姥について今夜

どのように改善されるべきれ お考えがあクましたら御記入下さい。

この設問については「ジェンダーという視点がよく分からない。」というコメントのみ、得る

ことが出来た。
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4・考察

213

日本では「ジェンダー」という言葉がようやく市民権を得るようになった。1999年に男女共同参画

社会基本法が制定され、近年になり、男女共同参画社会についての議論が市民の間で活発に行われて

いる印象がある。日本は男女平等の国ではあるが、生まれた瞬間から文化的あるいは社会的に男の子

としてあるいは女の子として育てられる。家庭の中だけではなく、学校や地域の中で、ジェンダーを

無意識に学習していくのである。よってジェンダーの問題は家庭での問題であると同時に、地域の文

化に起因しているのではないだろうかO家庭は社会の最小単位であり、その社会の影響を受けざるを

得ないからである。
私たちの社会の中には依然として様々なジェンダーバイアス（性別による固定的な決め付けによる

偏見・偏向）が存在する。顕在化しているものは既に議論の対象となっており、改善されている。ま

た、ジェンダーバイアスははじめからその地域文化にあるものであるため、未だジェンダーの問題と

して認識されていない事柄もあるだろう。

ジェンダーは、性差に関係なくより豊かに生きていくために生まれた概念である。現在の社会は構

造上、男性中心社会となっているのが現状である。しかし、女性にとって生活しやすい社会は男性に

とっても生活しやすい社会であるといえる。よって真に豊かな生活を送るために、ジェンダーの視点

は今後一層重要視されるであろう。

今回行ったアンケートには貴重な意見が多かった。福祉作業所内や学校内にあるジェンダー問題は

勿論、高齢の女性障害者の社会保障問題、女性障害者が性犯罪に巻き込まれやすいという事実、男性

の障害者の就労に関する意見、どれもが大変重要で、早急な改善、対策を講じることが求められる問

題である。

未だ「障害」そのものに対する社会の偏見が根強く、「障害」に比べればジェンダーの問題は小さ

いものかもしれない。しかし、「多様な差異が抑圧的な意味付けを伴わずに共存できる社会」、「様々

な人が共に地域で生活し、他の人と一緒に生きていける社会」になるためにはジェンダーの視点も考

慮に入れていかなければならないと筆者は考える。

5．結言

ノーマライゼーションの必要性が認識される中、障害を持っているか持っていないか、あるいは男

か女かとカテゴライズして、不当な差別をしてはならない。地域に住む全ての人が不当な制約を受け

ることなく、豊かな生活を送ることができる社会になることを心から望む。
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